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１．流域の概要

流域及び河川の概要■木曽川流域の概要

木曽川水系は、長野県木曽郡木祖村を源とする木曽川と、岐阜

県郡上市を源とする長良川、岐阜県揖斐郡揖斐川町を源とする

揖斐川の3河川を幹川とし、濃尾平野を南流し伊勢湾に注ぐ、

流域面積9,100km2 の一級河川。

木曽川流域図

●流域面積 ： 9,100 km
●幹川流路延長： 木曽川 約229km、 83.2km
、大臣管理区間： 長良川 約166km、 63.8km

揖斐川 約121km、103.9km
●流域内市町村： 木曽川 11市9町4村（各務原市、一宮市等）

長良川 13市7町（岐阜市、羽島市等）
揖斐川 6市7町（大垣市、桑名市等）

●流域内人口 ： 木曽川 約58万人
長良川 約88万人
揖斐川 約48万人

■木曽川の概要

・木曽川の上流域は、名勝木曽川に代表される渓谷が連なる河川景観を

有す。

・中流域は、２つの派川を擁し、瀬と淵が連なり、広大な河川敷には砂礫

河原と草地、樹林が広がる。

・下流域には、木曽川大堰上流の広大な湛水面が広がり、堰下流の汽水

域には、ケレップ水制群間にワンド等の水際湿地が点在する。

・河口域は、広大な水面が広がる汽水域であり、ヨシ原や干潟が点在する。

■長良川の概要

・長良川の中流域は、岐阜市市街地を貫流し、瀬と淵が連なり、河川敷に

は砂礫河原が広がる。

・下流域には、長良川河口堰の広大な湛水面が広がる。

・河口域には、ヨシ原や干潟が点在する。

■揖斐川の概要

・揖斐川の中流域は、扇状地を流れ、流水は伏没・還元を繰り返し、渇水

時には瀬切れが発生する。

・下流域には、ワンド等の水際湿地、ヤナギ林、ヨシ原が連なる。

・河口域には、ヨシ原や干潟が点在する。

・支川の根尾川、牧田川は扇状地を流れ、渇水時には瀬切れが発生する。

杭瀬川は、流れが緩やかで沈水植物が生育している。

はせん
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２．事業の目的及び概要

実施箇所

美濃加茂水辺整備事業
2011(H23)～2020

[2010(H22)～2017(H29)]

可児水辺整備事業
2017(H29)～2024
[2017(H29)～2021]

東加賀野井自然再生事業
2004(H16)～2031

犬山自然再生事業
2020～2028

凡例

自然再生事業

水辺整備事業

新規

継続

完了

【事業の目的】

（水辺整備事業）
■木曽三川を特徴づける歴史的、自然的、
文化的な河川環境を活かした整備を行
い、水辺の利用を推進するための事業。

（自然再生事業）
■良好な自然環境の保全を図りつつ、失
われるなどした環境を再生するための
事業。

【事業の概要】

■事業区間：木曽川、長良川、揖斐川
（岐阜県、愛知県、三重県）

■事業期間：
2000年度(平成12年度)～2031年度

■全体事業費：約191億円
(前回評価：約186億円)

■整備内容： 計 13カ所
【新規】水辺整備 1箇所
【継続】水辺整備 2箇所

自然再生 7箇所
【完了】水辺整備 1箇所

自然再生 2箇所
※[期間]は自治体等の事業期間を示す

屋井等自然再生事業
H16～27

や い

杭瀬川自然再生事業
2011(H23)～2025

くいせがわ

万石自然再生事業
2018(H30)～2028

まんごく

木曽三川下流部
自然再生事業

2000(H12)～2026

き そ さ ん せ ん

み の か も

か に

いぬやま

一宮北部水辺整備事業
H21～27(H20～25)

いちのみや

ひ が し か が の い

南派川自然再生事業
2022～2031

みなみはせん

忠節等自然再生事業
2006(H18)～2021

ちゅうせつ

笠松町トンボ池自然再生事業
H17～27

かさまつちょう

愛西水辺整備事業
2019(H31)～2026
[2019(H31)～2023]

あいさい

木
曽
川

長
良
川

揖
斐
川

根
尾
川

杭
瀬
川

南派川

岐阜市

一宮市

愛西市

桑名市

大垣市

海津市

弥富市

可児市各務原市



・今回の評価では、新たな事業箇所の追加、一部事業で事業期間延長や事業費変更を含む全ての継続事業の再評価
を実施。

分類 事業名 事業目的 変更内容

新規 水辺整備
①愛西

水辺整備事業
木曽川・長良川を活かしたまちづくり
のため自治体と連携して水辺利用施設
を整備

◆新規事業箇所の追加

継続

水辺整備
②美濃加茂

水辺整備事業 木曽川を活かしたまちづくりのため自治体
と連携して水辺利用施設を整備

◆事業期間延長
（整備完了時期の変更）
◆事業費増加

自然再生

③犬山
自然再生事業

天然記念物オオサンショウウオの生息
環境の再生

◆事業期間変更
（整備開始時期の変更）

④杭瀬川
自然再生事業

小型魚類や水生植物が生息･生育する緩
流域環境の再生

◆事業費増加
（ﾓﾆﾀﾘﾝｸﾞ費用等の増）

（今回評価について）
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分類 事業名 事業目的 変更内容

継続

水辺整備
⑤可児

水辺整備事業
木曽川を活かしたまちづくりのため自治体と連携して水辺
利用施設を整備

H28評価から
変更なし

自然再生

⑥木曽三川下流部
自然再生事業

失われた干潟、ヨシ原など木曽三川の自然環境の再生

⑦東加賀野井
自然再生事業

天然記念物イタセンパラの生息環境の保全・再生

⑧南派川
自然再生事業

河川敷特有の河原植物の生育環境を再生

⑨忠節等
自然再生事業

河川敷特有の河原植物の生育環境を再生

⑩万石
自然再生事業

天然記念物イタセンパラ等の生息環境の再生

完了
箇所
評価
済み

水辺整備
⑪一宮北部

水辺整備事業
木曽川を活かしたまちづくりのため自治体と連携して水辺
利用施設を整備

H28評価から
変更なし

自然再生

⑫笠松町トンボ池
自然再生事業

湿地環境の再生による水生生物の生息環境の改善

⑬屋井等
自然再生事業

アユ等回遊魚の遡上･降下が可能な河川環境の再生

（今回評価について）
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・今回の評価では、新たな事業箇所の追加、一部事業で事業期間延長や事業費変更を含む全ての継続事業の再評価
を実施。



年度 事業評価

水辺整備 水辺整備 自然再生 水辺整備 自然再生

新 規 継 続

2004(H16)

2005(H17) 再評価
2006(H18)
2007(H19)
2008(H20) 整備計画報告
2009(H21)
2010(H22)
2011(H23) 再評価
2012(H24)
2013(H25)
2014(H26) 再評価
2015(H27)
2016(H28) 再評価
2017(H29)
2018(H30) 再評価
2019(H31)

2020
2021
2022
2023
2024
2025
2026
2027
2028
2029
2030
2031
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（今回評価について）

（愛西水辺整備を新規追加するため再評価を実施）

水辺整備事業 自然再生事業

凡 例

太線：工事・調査等期間
点線：モニタリング等期間

H12開始

愛西
水辺整備

あいさい

(木曽川・長良川)

再評価（新規）

可児
水辺整備

か に

(木曽川)

再評価

再評価

再評価

再評価

いぬやま

犬山
自然再生

(木曽川)

き そ さ ん せ ん

木曽三川下流部
自然再生

(木曽川・長良川・揖斐川)

再評価

再評価

再評価

再評価

再評価

くいせがわ

杭瀬川
自然再生

(揖斐川)

再評価

再評価

再評価

再評価

再評価

事業費増加

み の か も

美濃加茂
水辺整備

(木曽川)

再評価

再評価

再評価

再評価

事業期間延長
（2019(H31)→2020）

事業費増加

事業期間変更
（2017(H29)開始→2020開始）



年度 事業評価

自然再生 水辺整備 自然再生

継 続 完 了

2004(H16)
2005(H17) 再評価
2006(H18)
2007(H19)
2008(H20) 整備計画報告
2009(H21)
2010(H22)
2011(H23) 再評価
2012(H24)
2013(H25)
2014(H26) 再評価
2015(H27)
2016(H28) 再評価
2017(H29)
2018(H30) 再評価
2019(H31)

2020
2021
2022
2023
2024

2025

2026
2027

2028

2029
2030
2031
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（今回評価について）

（愛西水辺整備を新規追加するため再評価を実施）

水辺整備事業 自然再生事業

凡 例

太線：工事・調査等期間
点線：モニタリング等期間

みなみはせん

南派川
自然再生

(木曽川)

再評価

再評価

再評価

再評価

再評価

ひ が し か が の い

東加賀野井
自然再生

(木曽川)

再評価

再評価

再評価

再評価

再評価

ちゅうせつ

忠節等
自然再生

(長良川)

再評価

再評価

再評価

再評価

再評価

完了箇所評価

いちのみや

一宮北部
水辺整備
(木曽川)

再評価

再評価

再評価

かさまつちょう

笠松町
トンボ池
自然再生
(木曽川)

再評価

再評価

完了箇所評価

再評価

や い

屋井等
自然再生

(揖斐川)

再評価

完了箇所評価

再評価

この3事業は、平成28年度事業評価で完了箇所評価済みである。
水系Ｂ／Ｃの算出にあたっては、評価基準年、及びデフレターを最
新値に更新した上で、合算している。

再評価

再評価

まんごく

万石
自然再生

(揖斐川)

再評価



３．計画内容と事業の投資効果
（１）【愛西水辺整備事業】（整備予定箇所：2026完了予定)
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再評価

＜背景＞
・愛西市は、木曽川・長良川沿いにある

歴史・文化史跡や豊かな自然などを活
かし、地域を活性化するまちづくりを
進めている。

・木曽川、長良川を船の上から体験でき
る「木曽川観光船」が運航されている
ほか、木曽三川公園を活用したマラソ
ン大会等のスポーツ利用など、多様な
利用が行われている。

整備内容 ・船着場整備(3箇所)（国・愛西市）
・周辺整備（国・愛西市）
・園路整備（愛西市）
・ワンド再生（国）
・既設船着場の周辺整備(愛西市) 等

整備の必要性

堤防から水
辺 ま で 行 き
にくい

取り組み前

取り組み後
（イメージ）

整備箇所

土砂が堆積し
舟がつけられ
ない

＜対策＞
・陸地化・樹林化が進行しているケレップ水制群周辺の湿地を再
生するとともに、アクセスしやすい環境整備を行う。

H30撮影 H29撮影

・木曽川側･長良川側に船着場や園路を整備すること
で、観光船の周遊性、利便性の充実を図る。

＜課題＞
・観光船運航に使用できる船着き場が一か所のみであり、運航便数

が1日1便と少なく、利用者数を現状より増やすことができない。
・ケレップ水制群の水制間で陸地化・樹林化が進みワンド環境が悪

化し、本来の姿が見られなくなっている。
・観光資源、各拠点の連携が不十分であり、それらを活用した観光

ルートの設定が必要である。

木曽川観光船

写真：愛西市提供

愛西市役所 立田庁舎

木曽川

長良川

揖斐川

輪中の郷

船頭平閘門

治水神社

佐屋

五ノ三 155

木曽三川公園
管理センター

道の駅
立田ふれあいの里

東名阪自動車道

：整備区間

立田大橋
東海大橋

ケレップ水制群

葛木港

園路整備 船着場整備

名鉄尾西線

・木曽川側･長良川側に船着場や園路を整備すること
で、観光船の周遊性、利便性の充実を図る。

船頭平閘門

千本松原

乗船ルート
散策・サイクリングコース

至多度駅

船着場
園路

既設船着場（葛木港）
の周辺整備（看板）

船着場
周辺整備（看板）

船着場
散策路
周辺整備(看板） 等

幻の堤防跡

ワンド再生
園路
坂路 等

周辺整備（看板）

国整備内容市整備内容
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・船着場等を整備することで各拠点の間を舟運で移動できるようになり、観光利用が活発化し、利用者数の増加が期待される。

・園路やワンド等を整備することで、川とのふれあいの場として活発に利用されることが期待される。

事業の投資効果

（１）【愛西水辺整備事業】（整備予定箇所：2026完了予定)
再評価

太田宿中山道会館

沿川の資源を巡る周遊性の向上

舟運による観光振興(イメージ) 川とのふれあいの場として利用(イメージ)

整備後(イメージ)
整備後の観光船ルート（予定）

乙川リバーフロント地区かわまちづくり
（岡崎市） 写真：愛西市提供写真：愛西市観光協会提供

地引網体験 野鳥観察会

油島締切堤 (千本松原 )

船頭平閘門

木曽川の旧左岸堤(幻の堤防)

木曽三川公園センター

ケレップ水制群

葛木港

自然環境散策コース

土木遺産探訪コース
船着場整備

船着場整備

船着場整備
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＜背景＞

・美濃加茂市は、中山道太田宿、太田の渡し跡といった歴史・文化史跡

や、飛騨木曽川国定公園、名勝木曽川に指定された急流の断崖と奇岩
がくりなす木曽川の景観が地域資源となっており、これらを活かした
まちづくりを進めている。

・当該地区は、昭和58年美濃加茂災害の後に特殊堤が整備された。

・木曽川緑地ライン公園などの利用施設が高水敷に整備され、地域住民
をはじめ多くの方々に利用されている。

＜課題＞
・高水敷での樹木の繁茂や遊歩道が整備されていないことにより、堤内

地の歴史・文化史跡や上下流の公園との連続性が確保されていないな
ど、効果的な利活用が妨げられている。

整備内容

整備イメージ

整備の必要性

中
濃
大
橋

駅南地区、中山道地区と木曽川の
親水レクリエーションゾーンとの
周遊性を確保

（２）【美濃加茂水辺整備事業】（整備中箇所：2020完了予定)

美濃加茂市マスタープラ
ンでは、駅南地区、中山
道地区と木曽川の親水レ
クリエーションゾーンと
の周遊性の確保が位置付
けられている。

美濃太田駅

木曽川中山道太田宿

化石林公園

太田橋

中濃大橋

新太田橋

今渡ダム

：整備区間

飛騨木曽川国定公園

：整備区間

名鉄広見線

古井

美濃太田

明智

可児

新可児
日本ライン今渡

美濃川合

坂祝

可児川

新太田橋

中濃大橋
太田橋

今渡ダム

美濃加茂市役所

可児市役所

木曽川

・親水護岸整備(1,060m)（国）
・高水敷整備（100千m2）（国）
・散策路等整備（美濃加茂市）

樹木が繁茂
遊歩道が無い

洗掘を防ぐと共に､
水辺の動線を確保

なかせんどうおおたじゅく おおた

ひ だ き そ が わ

みのおおた

かせきりん

いまわたり

しんおおた

おおた

きそがわりょくち

取り組み前 取り組み後

整備箇所

中之島公園
なかのしま

防災船着場

木曽川緑地
ライン公園

中山道地区

親水レクリエーション
ゾーン

駅南地区

＜対策＞
・河原の安全な利活用を
確保するため、親水護
岸、高水敷整備を実施
する。なお、基盤整備
後、美濃加茂市が散策
路等を整備する。

みのかも

ちゅうのう
おおた

いまわたり

かに

みのかわい

あけちさかほぎ

こび

みのおおた

しんおおた

かにがわ

しんかに

H23.10 撮影

H25.3 撮影

再評価

高水敷整備

親水護岸整備

散策路等整備
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・親水護岸等を整備したことで、水辺及び拠点へのアクセスが向上し、水辺に親しめる場として活発に利用されている。

・散策路等を整備したことで、川沿いを連続して移動できるようになり、利便性が向上し、日常の散策路として利用者数が増加している。

・堤内地の拠点と川との、及び上下流の連続した利用が可能になった。
・水辺とのふれあいの場として利用されるようになった。

事業の投資効果

（２）【美濃加茂水辺整備事業】（整備中箇所：2020完了予定)

新
太
田
橋

中
濃
大
橋

木曽川

太
田
橋

今渡ダム

化石林公園

日本ライン下り

太田宿

中山道

堤内地と堤外地の連続した利用 上下流の連続した利用

今渡の渡し場跡

太田の渡し場跡

特殊堤

木曽川緑地ライン公園

整備後は利用者増加

河川利用者数推移

（年度)

中之島公園

③②

67.0k

68.0k

69.0k

70.0k

親水護岸での水辺とのふれあい 利用拠点でのまちづくりイベント散策路での散歩

③中之島公園
森のカタカタnoiti2018（H30.5撮影）

②スイーツウオーク2015
（H27.11撮影）

①

①スイーツウオーク2015
（H27.11撮影）

再評価

出典：河川水辺の国勢調査利用実態調査
集計：木曽川右岸67.0k-70.0k、年間7日間調査の合計値



（２）【美濃加茂水辺整備事業】事業期間の見直し、事業費の見直し

11

再評価

・国交省の整備は、平成26年度に完了した。
・美濃加茂市の整備が平成29年度に完了したことから、事業完了を2020年度に変更する。

事業期間の変更

2008
(H20)

2009
(H21)

2010
(H22)

2011
(H23)

2012
(H24)

2013
(H25)

2014
(H26)

2015
(H27)

2016
(H28)

2017
(H29)

2018
(H30)

2019
(H31)

2020

変更前

変更後

・木曽川を活かしたまちづくりを目標とする。

・実施中（整備は平成29年度に完了。現在モニタリング実施中）

モニタリング3年整備

整備の目標

事業の成果と課題

整備

（国交省）

（美濃加茂市）

モニタリング3年整備

整備

（国交省）

（美濃加茂市）

■前回事業費 ：964百万円 → 今回事業費 1,019百万円 （55百万円増）

事業費増加の要因 増額（百万円）税込み

・自治体上物費用の増加 ５５

事業費の変更



＜背景＞
・犬山頭首工付近には、オオサンショウウオが生息している。
・オオサンショウウオは日本の固有種であり、国の特別天然記念物に指
定、及び重要種※1として環境省レッドリスト等に記載されている。
・国内での生息域は限られており、岐阜県は生息域の東限となっている。
・また、愛知県では、本箇所と瀬戸市蛇ヶ洞川(庄内川水系)の２箇所で
のみ生息しており、本箇所は重要な生息域となっている。

12

③犬山自然再生

・木工沈床の設置(1,320m2)

整備内容整備の必要性

流れが速く生息・休息が困難

事業箇所

（３）【犬山自然再生事業】（整備予定箇所：2028完了予定)
再評価

犬山頭首工

整備箇所

取り組み前

取り組み後（イメージ）

※1環境省レッドリスト(2015)：絶滅危惧Ⅱ類

岐阜県レッドデータブック(2010)：絶滅危惧Ⅱ類

愛知県レッドリスト(2015)：絶滅危惧ⅠB類

岐阜県では東限、愛知県では2箇所
の生息域うちの1つ

空隙がオオサンショウウ
オのすみかや魚類等の
すみかとしても機能

環境学習の場と
して活用

オオサンショウウオが休息できな
い流れの速い瀬（50.7k）

＜課題＞
・河床低下に伴うみお筋の固定化な
どにより、流れの速い瀬は形成されて
いるが、オオサンショウウオの生息場
となる流れの緩やかなワンド等が減
少している。
・現在は、生息場が少なく、特定の場
所に集中しており、個体群維持のた
めには、生息場の再生・分散が必要
である。

＜対策＞
・流れを緩やかにし、水中の空隙が確保できる木工沈床※2を設置する。

ワンド数（木曽川50～57k）
※空撮写真からの読み取り

0

2

4

6

8

10

12

S34 S41 S52 H4 H14

ワ
ン

ド
数

ワンドが減少

50.0k

51.0k 52.0k 53.0k 54.0k
55.0k 56.0k 57.0k

H19.7撮影

※２ 木枠などに石を積めて、水中に沈める伝統工法（右図参照）



13

・流れが緩やかな場所を創出することで、オオサンショウウオの生息場の拡大が期待される。
・自然観察や環境学習の場として、地域住民に利用されることが期待される。

事業の投資効果

オオサンショウウオ
（国の特別天然記念物）

＜生態＞
・流れがゆるやかで、湧水がある

ところを好む
・河岸の石垣の穴や川土手の草

本の根元にできる穴に住み着く

木工沈床の設置イメージ

（３）【犬山自然再生事業】（整備予定箇所：2028完了予定)
再評価

環境学習の場として利用（イメージ）

（参考）オオサンショウウオの生態

犬山頭首工取り組み前

取り組み後（イメージ）

取り組み前

取り組み後（イメージ）

流れを緩やかにし、オオサンショウウオの生息場を再生・維持

H28.9撮影

国営木曽三川公園 整備・管理運営
プログラム【参考資料】H25.3 出典



・前回評価時点以降、平成29年度から整備工法の検討を始める予定であったが、東加賀野
井自然再生事業において、イタセンパラの野生復帰に向けた検討、可児水辺整備事業で
の地域と連携したかわまちづくりが急務となったことから、本事業の開始を2020年度に
変更する。

事業期間の変更

2016
(H28)

2017
(H29)

2018
(H30)

2019
(H31)

2020 2021 2022 2023 2024 2025 2026 2027 2028

変更前

変更後

（３）【犬山自然再生事業】 事業期間の見直し 再評価

14

・天然記念物オオサンショウウオの生息環境の再生を目標とする。

・未実施

モニタリング5年検討・対策

整備の目標

事業の成果と課題

（東加賀野井自然再生 整備期間）

モニタリング5年検討・対策

うち、イタセ
ンパラの野生
復帰の検討

同、モニタリング
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＜課題＞
・旧河道の緩流域環境が、土砂の堆積や樹林化により劣化してい

る。
・緩やかな流れを好むヤリタナゴ等の魚類が減少している。
＜対策＞
・緩やかな流れを好むヤリタナゴ等の小型魚類や、水生植物の生

息・生育環境の改善を図るため、旧河道の掘削や樹木伐開を行
う。

昭和22年
現在

15

＜背景＞
・杭瀬川は、かつては蛇行を繰り返し、緩やかな流れを好むタナゴ

類やメダカ等の小型魚類や、ササバモ等の水生植物が生息・生育
する緩流域環境であったが、河川の直線化により減少した。

土砂堆積や樹林化が進行した旧河道

昭和22年当時の杭瀬川と現在の河道

杭瀬川
ササバモ、ナガエミクリ、
セキショウモ等

メダカ
ヤリタナゴ

旧河道は、小型魚類や水生植
物の生息・生育場となる流れ
の緩い場を形成

旧河道

（４）【杭瀬川自然再生事業】（整備中箇所：2025完了予定)
再評価

取り組み後（イメージ）

相川→

杭瀬川→旧河道

取り組み前(5.0k～6.0k地点)

杭瀬川自然再生検討箇所・予定箇所の位置

相川

水都大橋

塩田橋

東海道
新幹線

：取り組み実施済み箇所

：取り組み予定箇所
杭瀬川

・河道掘削（15千m3)
・樹木伐開（27千m2)

すいと

しおた

整備内容整備の必要性

杭瀬川でのヤリタナゴの確認状況
（河川水辺の国勢調査）

ヤリタナゴが減少

旧河道では土砂
が堆積し、樹林
化が進行

H19撮影

H25以前撮影

H27整備

H24整備
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・緩流域が再生され、ヤリタナゴ等の魚類が増加している。

・地域住民と協働し、勉強会等による普及・啓発活動を通じ、緩流域の保全につなげている。

事業の投資効果

ヤリタナゴ

（環境省ﾚｯﾄﾞﾘｽﾄ 準絶滅危惧）

「みんなで考える杭瀬川2014」

（４）【杭瀬川自然再生事業】（整備中箇所：2025完了予定)
再評価

重要種 7.6k～8.1k 5.0k～6.0k 備考

ニホンウナギ ● ●

ヤリタナゴ ● ●

カワヒガイ ●

ツチフキ ●

ドジョウ ●

トウカイコガタスジシマドジョウ ●

ミナミメダカ ● ●

カマキリ ●

スズキ ● ●

マハゼ ● ●

H29年度重要種確認状況(施工個所及び施工個所近傍の本川での確認種)

施工前後の魚類出現状況(7.6k～8.1k)

施工後、魚類の種類数は増加する傾向

ミナミメダカ

ドジョウツチフキ

（環境省ﾚｯﾄﾞﾘｽﾄ 絶滅危惧Ⅱ類）

（環境省ﾚｯﾄﾞﾘｽﾄ 絶滅危惧IB類）

地域住民と協働した取り組み

（環境省ﾚｯﾄﾞﾘｽﾄ 情報不足）

取り組み後

取り組み前

緩流域に特徴的なミナミメダカ、ドジョウ、ツチフキを確認

H23撮影(7.6k～8.1k)

H29撮影(7.6k～8.1k)

H26.2撮影



（４）【杭瀬川自然再生事業】 事業費の見直し
再評価

17

■前回事業費：301百万円 → 今回事業費 331百万円 （30百万円増）

事業費増加の要因 増額（百万円）税込み

・整備後のモニタリング調査による事業効果の検証、及び今後の整備内容等の
検討費用の増による。

３０

・整備後のモニタリング調査による事業効果を検証、及び今後の整備内容等を検討する。

魚類調査状況水質調査状況



＜背景＞
・可児市は、木曽川沿いに多くの歴史・文化史跡や豊かな自然、公

園などがあリ、これらの魅力ある地域資源を活かし、さらなる賑
わいを生み出すためのまちづくりを進めている。

＜課題＞
・堤防の勾配が急なため、安全に利用することができない。
・堤内地の歴史・文化史跡や上下流の公園との連続性が確保されて

いないなど、効果的な利活用が妨げられている。

18

整備内容 ・緩傾斜堤防整備(延長340m)（国）
・階段整備（延長20m）（国）
・堤防天端舗装（延長1,900m）（国）
・樹木伐開(1,400m2) （国）
・多目的広場・遊歩道等整備(可児市)

整備の必要性

堤 防 の 勾 配 が
急なため、安全
に利用できない

ゆるやかな堤防の整備

階段の整備

（５）【可児水辺整備事業】（整備予定箇所：2024完了予定)
再評価

取り組み前

取り組み後
（イメージ）

：整備区間

名鉄広見線

美濃太田

明智

可児

新可児
日本ライン今渡

美濃川合

坂祝

可児川

新太田橋

中濃大橋

太田橋

今渡ダム

美濃加茂市役所

可児市役所
木曽川

整備箇所

今渡の渡し場跡可児川下流域自然公園
写真：可児市提供

通路の整備

美濃加茂市 可児市

太田橋

中濃大橋

新太田橋

中山道太田宿

美濃太田駅

化石林公園

木曽川緑地
ライン公園

日本ライン今渡駅

今渡の渡し場跡

飛騨木曽川
国定公園

：整備区間
：主な取組み実施箇所木曽川（事業箇所周辺）

中之島公園

多目的広場

ゆるやかな堤防、階段

遊歩道

土田の渡し場跡

土田川並番所跡 広場の整備

未舗装の通路
が あ り 安 全 に
利用できない

可児川下流域
自然公園

今渡の渡し場跡

＜対策＞
・河川の安全な
利活用を確保
するため、緩
傾斜堤防、階
段、天端舗装
整備等を実施
する。

・なお、基盤整
備後、可児市
が遊歩道等を
整備する。

H28.8撮影

H28.6撮影 H28.6撮影
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・緩傾斜堤防等を整備することで、イベントなどの場として活発に利用されることが期待される。

・堤防天端等を整備することで川沿いを連続して移動できるようになり、沿川の資源を巡る周遊性の向上が期待される。

事業の投資効果

（５）【可児水辺整備事業】（整備予定箇所：2024完了予定)
再評価

木曽川渡し場遊歩道

太田宿中山道会館

沿川の資源を巡る周遊性の向上

イベントに多数の人が参加(イメージ) 川とのふれ合いの場として利用(イメージ)

整備後(イメージ)

緩傾斜堤防整備（国）

堤防天端舗装（国）

多目的広場整備（市）

整備前の地面

H28.6撮影



H12

整備内容整備の必要性

基盤環境の変化
→生物相の変化
→生態系の劣化

上位種

猛禽類猛禽類（オオタカ、
ミサゴ、サシバ、チュ
ウヒ、ハヤブサ等）

鳥類
シギ・チドリ類シギ・チドリ類(タカブシギ等)、、

サギ類（アオサギ、ヨシゴイ等）、
カモ類 等

魚類
ハゼ類ハゼ類（（チワラスボ、、トビハゼ､ｴﾄﾞ
ﾊｾﾞ等）、タナゴ類タナゴ類（イタセンパラ、
ヤリタナゴ等） など

底生動物・昆虫類
貝類(シジミ類、ハマグリ等)、カニ類、イシガカニ類、イシガ

イ類、ゴカイ類イ類、ゴカイ類、ミジンコ類、ハムシ類、ハン
ミョウ類、トンボ類トンボ類（ヒヌマイトトンボヒヌマイトトンボ等）、

チョウ類チョウ類（ツマグロキチョウ等）

哺乳類

ネズミ類
（カヤネズミ、
アカネズミ等）

など

生産者
樹林（ヤナギ林）、草地（オギ、メヒシバ等）、

水際植物（ヨシ、イセウキヤガラ、ヌマガヤツリ等）、水草、緑藻類、付着珪藻類 等

基盤環境

干潟・ヨシ原・ワンドなどの生息環境（ハビタット）

上位種

猛禽類猛禽類（オオタカ、
ミサゴ、サシバ、チュ
ウヒ、ハヤブサ等）

鳥類
シギ・チドリ類シギ・チドリ類(タカブシギ等)、、

サギ類（アオサギ、ヨシゴイ等）、
カモ類 等

魚類
ハゼ類ハゼ類（（チワラスボ、、トビハゼ､ｴﾄﾞ
ﾊｾﾞ等）、タナゴ類タナゴ類（イタセンパラ、
ヤリタナゴ等） など

底生動物・昆虫類
貝類(シジミ類、ハマグリ等)、カニ類、イシガカニ類、イシガ

イ類、ゴカイ類イ類、ゴカイ類、ミジンコ類、ハムシ類、ハン
ミョウ類、トンボ類トンボ類（ヒヌマイトトンボヒヌマイトトンボ等）、

チョウ類チョウ類（ツマグロキチョウ等）

哺乳類

ネズミ類
（カヤネズミ、
アカネズミ等）

など

生産者
樹林（ヤナギ林）、草地（オギ、メヒシバ等）、

水際植物（ヨシ、イセウキヤガラ、ヌマガヤツリ等）、水草、緑藻類、付着珪藻類 等

基盤環境

干潟・ヨシ原・ワンドなどの生息環境（ハビタット）

上位種

鳥類

魚類

底生動物・昆虫類

生産者

基盤環境

哺乳類

上位種

鳥類

魚類

底生動物・昆虫類

生産者

基盤環境

哺乳類

上位種

鳥類

魚類

底生動物・昆虫類

生産者

基盤環境

哺乳類

上位種

鳥類

魚類

底生動物・昆虫類

生産者

基盤環境

哺乳類

＜課題＞
・昭和30年代後半以降の広域地盤沈下、築堤、干拓等により、干

潟・ヨシ原が減少し、生態系が劣化（生態系ピラミッドが縮小）
した。

＜対策＞
・下流域における多様な生態系の保全・再生を図るため、再生箇所

の縦断的な連続性にも配慮し、生態系の基盤環境である「干潟・
ヨシ原」の再生を行う。

＜背景＞
・木曽川下流域には、かつては干潟・ヨシ原などが広がり、「良好

な水際環境」が保たれ豊かな基盤環境の上に、魚類、貝類など、
多様な生物が生息する環境であった。

干潟・ヨシ原
基盤環境が減少

青字青字：昭和：昭和3030年代以降、年代以降、
種数が減少種数が減少

赤太字赤太字：昭和：昭和3030年代以降年代以降
見られなくなった種見られなくなった種

斜体字：貴重種斜体字：貴重種

かつての
豊かな生態系 現在の生態系

基盤環境の変化→生物相の変化→生態系の劣化

基盤環境の悪化
→生物相の変化
→生態系の劣化

干潟

ヨシ原

揖斐川

長良川

木曽川

S40

揖斐川

長良川

木曽川

干潟消失

ヨシ原消失
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（６）【木曽三川下流部自然再生事業】（整備中箇所：2026完了予定)
再評価

整備箇所

取り組み後

（干潟再生イメージ）

（ヨシ原再生イメージ）

トンボ類

平水位

メダカ等

カヤネズミ

オオヨシキリ

ヨシの生育基盤を形成

水制工の配置

朔望平均満潮位

朔望平均干潮位

ハゼ類など干潟を利用する魚類

ゴカイ類

ヤマトシジミ等の貝類

カニ類

シギ・チドリ類

サギ類

地地区
雁ヶ

白鶏福吉地区

浦安地区

福富地区

白鶏福吉地区、大島地区

源縁輪中地区
雁ヶ地地区

松ヶ島地区

五明地区

城南地区

背割堤（下）地区

田鶴地区

上之輪地区

築戸地区

下坂手地区

背割堤（下、中）地区

千倉地区
上坂手地区

福原新田地区

押付地区

立田地区

白鶏地区

鎌ヶ地地区

後江地区

大成・高畑地区

大成地区

田鶴地区凡例

ヨシ原再生

他費目・他事業

干潟再生



H28.7撮影

揖斐川

事業の投資効果

・コンクリート護岸
だけの水際は、生物
にとっての生息・生
育の場としての機能
は低い。

ヨシ原のない水際環境

再生されたヨシ原

▽例：揖斐川左岸 2.0k（白鶏）

干潟のない水際環境（コンクリート護岸）

整備による効果 副次的な効果

・干潟、ヨシ原の再生箇所では生物が増加傾向にあり、下流域における多様な生態系が保全・再生されている。
・自然観察や環境教育など地域活動の場としても活用されている。

※干潟再生箇所の調査結果（H6渚プラン） ※ヨシ原再生箇所の調査結果

再生された干潟

水制工を設置すると共に、養浜
を行い、自然の流水作用により
緩やかな干潟を形成

（６）【木曽三川下流部自然再生事業】（整備中箇所：2026完了予定)
再評価

干潟・ヨシ原の再生事業箇所で、確認される生物は
増加傾向にあり、基盤環境が回復している。

再生箇所での、自然観察会、ヨシ植え体験会な
ど、地域活動の場としても活用されている。

基盤環境が再生され、ヨ
シ原に依存する生物の生
息環境が回復する。

基盤環境が再生され干潟に
依存する生物の生息環境が
回復する。

取り組み後

取り組み前

築戸

0

2

4

6

8

10

H21 H22 H23
オオヨシキリ

個
体
数

（地区内合計）

（年度）

白鶏

0

500

1,000

1,500

2,000

2,500

H7 H8 H9 H10 H11 H22
ヤマトシジミ

個
体
数

(年度）

(個体/㎡） 揖斐川左岸 2k（白鶏） 長良川右岸 9k（築戸）

・ヨシ原が減少し、
ヨシ原に依存する
生物の生息・生育
の場が限られていた。

▽例：長良川右岸 9.0k（築戸）

H19.5撮影

ヨシ植え体験干潟観察会 H30.7撮影 H30.3撮影
21

H8.4撮影

取り組み前

取り組み後
護岸前面にヨシの生育可能な
場所をつくり、ヨシ原の再生を
実施

H30.8 撮影
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（７）【東加賀野井自然再生事業】（整備中箇所：2031完了予定)

＜背景＞
・木曽川中流域には、河原の冠水頻度、撹

乱頻度の低下に伴う、樹林化や底泥の堆
積により劣化の進んだワンドが見られる。

＜課題＞
・水域と陸域の高さの差が拡大し、ワンドが本川と切り離されるとと

もに、底泥堆積や水質悪化が進行し、タナゴ類や二枚貝の生息場
となる湿地環境の劣化が進行している。

＜対策＞
・イタセンパラや二枚貝の生息環境の改善を図るため、底泥の除去と

樹木伐開のほか、ワンド同士や本川と連結するための水路掘削、
冠水頻度向上のための地盤切下げ、洪水営力控除のための盤下げ、
樹木伐開を行う。

22

・底泥浚渫（59.2千m3）※1

・樹木伐開（66.2千m2)
・掘削（59.2千m3）※1

底泥除去

樹木伐開

浅場の造成
二枚貝などが快適に
生息できる環境が創出
される。

水草がはえ、稚魚等
が棲みやすくなる。
本川との移動性が向
上する。

日当たりが良
くなり、タナゴ
類のエサとな
る藻が生える
ようになる。

樹木が繁茂しﾜﾝﾄﾞ周
辺の日当たりが悪化
。洪水時土砂の堆積

樹木伐開掘削

底泥が堆積し、二枚
貝の生息環境が悪化

盤下げ

樹林化に伴い
土砂が堆積

木曽川31.2ｋｍの横断形状の変化

昭和56年当時の木曽川

砂礫河原

木曽川

ワンド：川岸にある小さな池。
普段から川とつながっているも
のや、水が増えたときだけつな
がるものがある。流れが緩やか
なことから、泳ぐ力の弱い魚や
水草、二枚貝、水生昆虫などの
大切な生息場になっている。

※1：底泥浚渫と掘削合わせた数量

イタセンパラ

イシガイ

5k

25k

30k

35k

45k
40k

50k

名神
木曽川橋

新幹線
木曽川橋

木曽川橋
愛岐大橋

木曽川大堰

小網橋
河田橋

濃尾大橋

JR

渡橋

尾濃大橋

新
木
曽
川
橋

木
曽
川
橋

名
鉄
木
曽
川
橋

平
成
川
島
大
橋

川
島
大
橋

ワンド等が
多数分布

ワンド等が
多数分布

わたり

びのう

再評価

取り組み前

取り組み後

取り組み前

取り組み後

整備内容整備の必要性

H28.12撮影

H29.5撮影

ワ ン ド

孤立化し樹林化が進行しているワンド

比高差の拡大により孤
立化したワンド

H23 撮影

S56 撮影

H27.1撮影

H27.5撮影
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・ワンドが再生され、イタセンパラ等の個体数が増加している。

・自然観察や環境学習の場として、地域住民に利用されている。

・地域住民や関係機関と協働し、環境学習や保護パトロール等の維持管理が継続され、ワンドが保全されている。

事業の投資効果

（７）【東加賀野井自然再生事業】（整備中箇所：2031完了予定) 再評価

地域と協働したパトロール、啓発活動による保護活動

環境学習の場として利用されている

減少していたイタセンパラが整備により回復

環境省、地元自治体等と連携・協働してイタセンパラの保全
対策を推進している

一宮市「木曽川ミズベの勇者たち2018」 羽島市 イタセンパラ塾

※ある地区内のワンドの確認総数

整備期間

イタセンパラ仔稚魚のモニタリング結果

整備前

H30.6撮影

H30.8撮影 H29.10撮影

H30.8撮影

関係機関の連携・協働によるイタセンパラ保全対策の推進
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＜課題＞
・南派川では、分派部付近には砂礫

が堆積し南派川への流水の侵入頻
度が少なく、河道内の草地化・樹
林化による河原固有植物の生育環
境への影響が懸念される。
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整備内容

・河道掘削（34千m3)・樹木伐開（777千m2）

樹林が繁茂したかつての河原

整備の必要性

草地化した河原

河原が減少

南派川における河原や植生の変遷

樹林が増加

河原植物が減少

昭和41年

平成24年

かつての南派川

現在の南派川

（８）【南派川自然再生事業】（整備予定箇所：2031完了予定)
再評価

河原植物が生育する河原
が回復したイメージ

カワラハハコ 

【河原植物】

樹木が繁茂し、河原固
有植物の生育場が減少

河川景観
の回復

水枯れ

カワラハハコ等の
河原植物の増加

水枯れの解消

樹林が繁茂し、草地化した

低水路（小網橋下流）
こあみ

取り組み前

取り組み後（イメージ）

＜背景＞
・南派川は、かつては河原が広がり、カ

ワラサイコなどの貴重な河原固有植物
が生育できるような環境となっていた。

・しかしながら樹林化等により多くの砂
礫河原は失われつつある。

＜対策＞
・流水頻度の増加を図るため、木曽川本川からの流入阻害となって

いる分派部の礫の除去・本川への還元等を検討する。
・河原植物の生育環境を再生させるため、冠水頻度向上のための地

盤切り下げ樹林伐開を行う。

愛岐大橋

小網橋
河田橋

川島大橋

木曽川橋

新木曽川大橋

扶桑町
役場

笠松町
役場

尾濃大橋

すいとぴあ江南

フラワーパーク江南

河川環境楽園

かさだ広場

各務原アウトドアフィールド

大野極楽寺公園

138タワーパーク

光明寺公園

トンボ池

：整備区間
江南市役所

旧川島町 南派川

木曽川

びのう

あいぎおおはし

かわしま

こうみょうじ

かわた

おおのごくらくじ

こうなん

ふそう

かせんかんきょうらくえん整備箇所

こあみ

しんきそがわ

きそがわ

かさまつ

かかみがはら

こうなん

こうなん

かわしま

H18.10撮影

H19撮影

H19撮影

カワラヨモギ－カワラハハコ

河原

樹林

(

確
認
な
し)



25

・砂礫河原が再生され、河原植物の群落が拡大・維持されることが期待される。
・自然観察や環境学習の場として、地域住民に利用されることが期待される。

事業の投資効果

（８）【南派川自然再生事業】（整備予定箇所：2031完了予定)
再評価

カワラヨモギ-カワラハハコ群落

整備前 将来像

河原植物が回復

樹林地

整備前 将来像

河原

整備前 将来像

樹林化
を抑制

河原が増加

面
積

面
積

面
積

約70ha

約11ha

約0.2ha

カワラハハコ

河原の回復

河原植物の増加河原植物の増加

カワラサイコ
(愛知県レッドデータブック準絶滅危惧種)

河原固有の植物が生育する河原が再生(イメージ) 河原の再生と、それに伴う河原植物の再生(イメージ)

環境学習の場として利用(イメージ)

H24 将来像

H24 将来像

H24 将来像



＜背景＞
・長良川中流域は、かつては河原が

広がり、カワラサイコなどの貴重
な河原固有植物が生育できるよう
な環境となっていた。

・しかしながら土砂堆積等により多
くの砂礫河原は失われつつある。

＜課題＞
・土砂の堆積による草地の拡大、シ

ナダレスズメガヤ＊等の外来種の
拡大など河原固有植物の生育環境
への影響が懸念される。

＜対策＞
・河原植物の生育環境を再生させるため、冠水頻度向上のための地

盤切り下げを行う。

0
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4
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面
積

（
h

a
）
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40%

60%
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合
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H21整備

H27整備

H26整備

H25整備

H24整備

鵜飼大橋
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【河原植物】【河原植物】

河原植物の生育環
境を回復

・河道掘削（202千m3）

表土剥ぎ取り

整備内容整備の必要性

長良川中流部における河原や植生の変遷

草地が拡大した現在の
長良川の水辺

カワラサイコ
（愛知県ﾚｯﾄﾞﾃﾞｰﾀﾌﾞｯｸ

準絶滅危惧種）

外来種を
抑制

ｼﾅﾀﾞﾚｽｽﾞﾒｶﾞﾔ
（要注意外来生物）

10.0

15.0

20.0

25.0

-200 -100 0 100 200 300 400 500 600

水平距離(m)

高
さ

(T
.P

.m
)

S47

H13

H19

土砂が堆積し、
草地が拡大

長良川53kにおける横断変遷

平水位

* 外来生物法での要注意外来生物

河原植物 カワラハハコ

カワラヨモギ、カワラハハコ

かつて見られていた河原

シナダレスズメガヤなど
の外来種が拡大

樹林化、草地化した表土
を掘削（盤下げ）(

確
認
な
し)

河原 シナダレスズメガヤ(外来種) カワラヨモギ－カワラハハコ

河原が減少

岐南町
役場

島大橋

河渡橋

忠節橋

鏡島大橋

大縄場大橋

長良橋 鵜飼大橋

穂積大橋

尻毛橋

岐阜県庁

岐阜市役所

岐阜メモリアル
センター

北方町役場

瑞穂
市役所

名
鉄
名
古
屋
本
線

：整備区間

千鳥橋

長良川

掘削切り下げ
礫敷設

（９）【忠節等自然再生事業】（整備中箇所：2021完了予定)
再評価

H21取り組み後

取り組み前

H25取り組み後

整備箇所

シナダレスズメ
ガヤ増加

カワラヨモギ-
カワラハハコ減少

H22撮影 H25撮影

S 31 撮影

H28撮影
H14撮影

長良橋

H28整備
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・砂礫河原が再生され、河原植物の群落が拡大・維持している。

・自然観察や環境学習の場として、地域住民に利用されている。

・地域住民と協働し、勉強会等による普及・啓発活動を通じ、砂礫河原の維持・河原植物の保全につなげている。

カワラハハコ
地域と協働する維持管理体制イメージ（案）

事業の投資効果

（９）【忠節等自然再生事業】（整備中箇所：2021完了予定)
再評価

砂礫河原勉強会

地域住民と協働した取り組み河原固有の植物が生育する河原が再生

カワラヨモギ

整備後の河原 再生した河原固有の植物

H27撮影

H29.5撮影 H28 撮影

H28 撮影

整
備

カワラヨモギのモニタリング結果 住民らによる河原の保全活動

H29.10撮影



28

＜背景＞
・揖斐川には、河原の冠水頻度、撹乱頻度の低下に伴う、樹林化や

底泥の堆積により劣化の進んだワンドが見られる。

整備内容整備の必要性

樹林化が進み、埋没しつつあるワンド

・底泥浚渫(2.4千m3)※1

・盤下げ(2.4千m3)※1

・樹木伐開(2.2千m2)

揖斐川

（１０）【万石自然再生事業】（整備予定箇所：2028完了予定)
再評価

＜対策＞
・タナゴ類や二枚貝の生息環境の

改善を図るため、底泥の除去と
樹木伐開のほか、ワンド同士や
本川と連結するための水路掘削、
冠水頻度向上のための地盤切下
げ、洪水営力控除のための盤下
げ、樹木伐開を行う。

0

50

100

150

200

250

300

350

S36 S50 S62 H8 H18 H24

面
積

（
千

m
2）

樹林面積

樹林が増加

河道掘削
H12～H18

0

50

100

150

200

S36 S50 S62 H8 H18 H24

面
積

（
千

m
2）

ワンド面積

ワンドが減少

河道掘削
H12～H18

※写真読み取り、揖斐川35.4～38.4k

0

1

2

3

4

5

6

H4 H7 H12 H16 H20 H26

確
認
種
数

在来タナゴ類の確認種数

タナゴが減少

H4より後、イタセンパラ未確認

H7より後、イチモンジタナゴ、
シロヒレタビラ未確認

※中上流域にある揖斐川本川、及び支川

※1：底泥浚渫去と盤下げ合わせた数量

洪水撹乱を受けにくいワンド整備

洪水撹乱を受け
にくいワンド

＜課題＞
・水域と陸域の高さの差が拡大し、ワンドが本川と切り離される

とともに、底泥堆積や水質悪化が進行し、タナゴ類や二枚貝の
生息場となる湿地環境の劣化が進行している。

整備箇所

福東大橋

大垣大橋

大安大橋

揖斐大橋

新揖斐川橋

名神揖斐川橋

鷲田橋

揖斐川橋
県道揖斐川橋

JR揖斐川橋

：整備区間

H17 撮影

H26 撮影
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・ワンドが再生され、イタセンパラ等の魚類の生息場の拡大が期待される。

・自然観察や環境学習の場として、地域住民に利用されることが期待される。

事業の投資効果

※カネヒラ（国内外来）、タイリクバラタナゴ（国外外来）は揖斐川本来の生息種ではないが、ここではタナゴ類生息分布イメージとして示している。

注）二枚貝類の●は、生息密度の大きさを示す（イメージ）
ヤリタナゴ

（環境省レッドリスト準絶滅危惧種)

イタセンパラ
（環境省レッドリスト絶滅危惧ⅠA類)

（１０）【万石自然再生事業】（整備予定箇所：2028完了予定)
再評価

目指すワンド環境とタナゴ類、二枚貝類の生息分布（イメージ）

環境学習の場として利用(イメージ)

イタセンパラ等の魚類が増加(イメージ)

羽島市 イタセンパラ塾

洪水撹乱を
受けにくい
ワンド整備

洪水撹乱を受けにくい場
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４．評価の視点
（１） 事業の必要性等に関する視点

１） 事業を巡る社会経済情勢等の変化

・沿川市町村人口は近年は横這い傾向で推移しており、世帯数は年々増加傾向にある。
・木曽三川の利用者数は増加傾向にあり、河川空間に対する利用ニーズが増大していることが伺える。
・流域では環境保全や環境学習など継続的な住民の活動が行われており、河川環境に対する住民の意識は高い。

出典：国勢調査（木曽三川上流流域内に含まれる市町村を対象として集計）

再評価

出典：国勢調査（木曽三川上流流域内に含まれる市町村を対象として集計）

▽木曽三川の利用者数

出典：河川空間利用実態調査（高水敷の利用者数のみ集計）

▽河川利用に関する住民の関心の高まり

▽沿川市町村人口の変化 ▽沿川市町村世帯数の変化

小学校の環境学習(ヤゴの放流) 干潟観察会

H28.11撮影 H30.7撮影

一宮市 自然観察会

H30.8撮影
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２）事業の進捗状況

全体事業費：19,050百万円

実施済み：13,144百万円

残事業費： 5,906百万円

・進捗率は平成30年度末事業費ベースで約69％であり、今後も地域と連携して整備を進める。

事業費の進捗状況
（事業費ベース：平成30年度末時点）

再評価対象事業の実施箇所（計画変更後)
（税込）

再評価

※括弧内は前回平成28年度事業評価時点の進捗率

69% 31%

0% 20% 40% 60% 80% 100%

実施中分 残事業分

（63%） （37%）

実施箇所

美濃加茂水辺整備事業
2011(H23)～2020

[2010(H22)～2017(H29)]

可児水辺整備事業
2017(H29)～2024
[2017(H29)～2021]

東加賀野井自然再生事業
2004(H16)～2031

犬山自然再生事業
2020～2028

凡例

自然再生事業

水辺整備事業

新規

継続

完了

※[期間]は自治体等の事業期間を示す

屋井等自然再生事業
H16～27

や い

杭瀬川自然再生事業
2011(H23)～2025

くいせがわ

万石自然再生事業
2018(H30)～2028

まんごく

木曽三川下流部
自然再生事業

2000(H12)～2026

き そ さ ん せ ん

み の か も

か に

いぬやま

一宮北部水辺整備事業
H21～27(H20～25)

いちのみや

ひ が し か が の い

南派川自然再生事業
2022～2031

みなみはせん

忠節等自然再生事業
2006(H18)～2021

ちゅうせつ

笠松町トンボ池自然再生事業
H17～27

かさまつちょう

愛西水辺整備事業
2019(H31)～2026
[2019(H31)～2023]

あいさい

木
曽
川

長
良
川

揖
斐
川

根
尾
川

杭
瀬
川

南派川

岐阜市

一宮市

愛西市

桑名市

大垣市

海津市

弥富市

可児市各務原市
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２）事業の進捗状況 再評価

○愛西水辺整備事業(新規)

事業の進捗率(事業費ベース)  全体事業費：337百万円

10.0k

11.0k 18.0k 19.0k 20.0k

未整備箇所
整備済箇所

【水辺整備】

進捗率は0％であり、今後、水辺整備を行う。

○犬山自然再生事業(継続)
進捗率は0％であり、今後、木工沈床の設置等を行う。

未整備箇所
整備済箇所

【自然再生】

事業の進捗率(事業費ベース)  全体事業費：263百万円

○美濃加茂水辺整備事業(継続)

未整備箇所
整備済箇所

進捗率は100％であり、今後モニタリングを行う。

【水辺整備】

事業の進捗率(事業費ベース)  全体事業費：1,019百万円

※事業費は税込。 グラフ中の括弧内は、平成28年度事業評価時点での進捗率。

(0%)100%

0% 20% 40% 60% 80% 100%

愛西

水辺整備事業

実施中分 残事業分

（0%）

100%

0% 20% 40% 60% 80% 100%

犬山

自然再生事業

実施中分 残事業分

（0%）

100% 0%

0% 20% 40% 60% 80% 100%

美濃加茂

水辺整備事業

実施中分 残事業分

（98%） （2%）
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２）事業の進捗状況 再評価

○可児水辺整備事業(継続)
進捗率は約18％であり、今後、水辺整備を行う。

【水辺整備】

事業の進捗率(事業費ベース)  全体事業費：1,011百万円

○杭瀬川自然再生事業(継続)
進捗率は約96％であり、今後、未整備箇所での再生方法の検討を行う。

未整備箇所
整備済箇所

【自然再生】

事業の進捗率(事業費ベース)  全体事業費：331百万円

○木曽三川下流部自然再生事業(継続)

未整備箇所
整備済箇所

0.0k 1.0k
2.0k 3.0k 4.0k

6.0k 7.0k 8.0k

9.0k

10.0k
11.0k

12.0k 13.0k

14.0k
15.0k16.0k

17.0k 18.0k 19.0k20.0k

1.0k 2.0k3.0k 4.0k 5.0k
7.0k 8.0k

9.0k 10.0k
11.0k

12.0k
13.0k

14.0k
15.0k

16.0k
17.0k18.0k

19.0k
20.0k

15.0k
16.0k

17.0k

18.0k

19.0k
20.0k

事業の進捗率(事業費ベース)  全体事業費：8,180百万円

【自然再生】

進捗率は約82％であり、今後、未整備箇所での干潟の再生、ヨシ原の再生を行う。

未整備箇所
整備済箇所

※事業費は税込。 グラフ中の括弧内は、平成28年度事業評価時点での進捗率。

96% 4%

0% 20% 40% 60% 80% 100%

杭瀬川

自然再生事業

実施中分 残事業分

（60%） （40%）

18% 82%

0% 20% 40% 60% 80% 100%

可児

水辺整備事業

実施中分 残事業分

（0%） （100%）

82% 18%

0% 20% 40% 60% 80% 100%

木曽三川下流部

自然再生事業

実施中分 残事業分

（76%） （24%）
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２）事業の進捗状況 再評価

○東加賀野井自然再生事業(継続)

事業の進捗率(事業費ベース)  全体事業費：3,414百万円

進捗率は約58％であり、今後、未整備箇所での、ワンド等の湿地環境の保全・再生を行う。

未整備箇所
整備済箇所

【自然再生】

○南派川自然再生事業(継続)

【自然再生】

進捗率は0％であり、今後、砂礫河原再生を行う。

未整備箇所
整備済箇所

事業の進捗率(事業費ベース)  全体事業費：849百万円

○忠節等自然再生事業(継続)
進捗率は約98％であり、今後、モニタリングを行う。

【自然再生】

未整備箇所
整備済箇所

事業の進捗率(事業費ベース)  全体事業費：976百万円

※事業費は税込。 グラフ中の括弧内は、平成28年度事業評価時点での進捗率。

58% 42%

0% 20% 40% 60% 80% 100%

東加賀野井

自然再生事業

実施中分 残事業分

（45%） （55%）

100%

0% 20% 40% 60% 80% 100%

南派川

自然再生事業

実施中分 残事業分

（0%）

98% 2%

0% 20% 40% 60% 80% 100%

忠節

自然再生事業

実施中分 残事業分

（96%） （4%）



○万石自然再生事業(継続)
進捗率は0％であり、今後、ワンド等の湿地環境の保全・再生を行う。

未整備箇所
整備済箇所【自然再生】

事業の進捗率(事業費ベース)  全体事業費：689百万円
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２）事業の進捗状況 再評価

※事業費は税込。 グラフ中の括弧内は、平成28年度事業評価時点での進捗率。

100%

0% 20% 40% 60% 80% 100%

万石

自然再生事業

実施中分 残事業分

（0%）



（２）費用対効果分析① 再評価

・総合水系環境整備事業は、水系を単位として評価を行う。

・事業全体に要する総費用（Ｃ）は241億円、総便益（Ｂ）は680億円※１、費用対便益比（Ｂ／Ｃ）は2.8となる。
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事項 木曽川総合水系環境整備事業

備考
事業名

水辺整備 自然再生 水辺整備 自然再生

愛西
水辺整備

事業

美濃加茂
水辺整備

事業

可児
水辺整備

事業

犬山
自然再生

事業

杭瀬川
自然再生

事業

木曽三川
下流部自然
再生事業

東加賀野
井自然再
生事業

南派川
自然再生

事業

忠節等
自然再生

事業

万石
自然再生

事業

一宮北部
水辺整備
事業 ※2

笠松町ﾄﾝﾎﾞ
池自然再生

事業※2

屋井等
自然再生
事業※2

計
算
条
件

評価時点 平成30年度

整備期間（年度）
2019(H31)
～2026

2010(H22)
～2020

2017(H29)
～2024

2019(H31)
～2027

2011(H23)
～2025

2000(H12)
～2026

2004(H16)
～2031

2022
～2031

2006(H18)
～2021

2020
～2030

H20～27 H17～27 H16～27

評価対象期間 整備期間＋50年

受益範囲

8km圏 4km圏 4km圏 4km圏 3km圏 9km圏 2km圏 4km圏 3km圏 3km圏 2km圏 3km圏 2km圏

世帯数：
136,177世帯

世帯数：
23,095世帯

世帯数：
22,911世帯

世帯数：
71,590世帯

世帯数：
40,373世帯

世帯数：
211,542世帯

世帯数：
69,117世帯

世帯数：
113,609世帯

世帯数：
98,128世帯

世帯数：
54,704世帯

世帯数：
34,766世帯

世帯数：
22,979世帯

世帯数：
45,169世帯

年便益算定手法 CVM CVM CVM CVM CVM CVM CVM CVM CVM CVM CVM CVM CVM

回答数（票） 637 538 538 432 308 676 259 188 476 462 113 459 547

有効回答数
（票）

343 382 382 299 179 490 164 133 316 292 72 311 310

支払意志額
（円/世帯/月） 244 219 219 268 286 287 296 208 300 246 236 185 282

Ｂ
／
Ｃ
の
算
出

総便益(B)
（億円）

72 15 12 43 37 228 60 49 114 30 30 15 51 ※3

年便益
（億円/年）

4.0 0.6 0.6 2.3 1.4 7.3 2.5 2.8 3.5 1.6 1.0 0.5 1.5 ※4

便益（億円） 71.6 15.2 11.7 42.7 36.8 228.3 60.0 49.5 113.8 30.2 29.6 15.5 50.8 ※3

残存価値
（百万円）

1.9 9.6 7.2 ― ― ― ― ― ― ― 11.1 ― 4.6 ※3

総費用(C)
（億円）

2.9 13 9.6 2.1 3.8 113 37 6.8 15 5.7 19 3.4 9.4 ※3

事業費
（億円）

2.8 12.0 8.8 2.1 3.7 111.8 35.1 6.2 13.9 5.4 15.9 3.3 9.0 ※3 ※5

維持管理費
（億円）

0.2 1.2 0.8 0.06 0.05 1.5 2.1 0.6 1.2 0.2 2.9 0.03 0.4 ※3 ※5

B/C（箇所別） 24.8 1.2 1.3 20.5 9.7 2.0 1.6 7.2 7.6 5.3 1.6 4.4 5.4 ※6

B/C（自然再生） 2.8 (2.8) ※2 ※6※7

B/C（水辺整備） 2.9 (1.4) ※2 ※6※7

B/C（水系） 2.8 (2.5) ※2 ※6※7

再評価 再評価 再評価 再評価再評価 再評価 再評価再評価 再評価 H28完了箇所
評価済み

再評価 H28完了箇所
評価済み

H28完了箇所
評価済み



（２）費用対効果分析② 再評価
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事項 木曽川総合水系環境整備事業

備考
事業名

水辺整備 自然再生 水辺整備 自然再生

愛西
水辺整備

事業

美濃加茂
水辺整備

事業

可児
水辺整備

事業

犬山
自然再生

事業

杭瀬川
自然再生

事業

木曽三川
下流部自然
再生事業

東加賀野
井自然再
生事業

南派川
自然再生

事業

忠節等
自然再生

事業

万石
自然再生

事業

一宮北部
水辺整備
事業※2

笠松町トン
ボ池自然再
生事業※2

屋井等
自然再生
事業※2

箇
所
別
Ｂ
／
Ｃ

全
体
事
業
（
Ｂ
／
Ｃ
）

残事業費
(+10%～-10%)

22.5～27.7 1.2～1.2 1.2～1.3 18.7～22.6 9.7～9.7 2.0～2.1 1.6～1.7 6.6～7.9 7.6～7.6 4.8～5.9 ― ― ― ※8

受益世帯数
(-10%～+10%)

22.1～27.2 1.1～1.3 1.1～1.4 18.1～22.4 8.7～10.8 1.8～2.1 1.5～1.8 6.6～7.9 6.8～8.3 4.7～5.8 ― ― ―
※8

残工期
(+10%～-10%)

23.8～25.5 ― 1.2～1.2 20.0～20.5 9.7～9.7 2.0～2.0 1.6～1.6 7.3～7.2 ― 5.4～5.3 ― ― ― ※8 ※9

全
体
Ｂ
／
Ｃ

全
体
事
業
（
Ｂ
／
Ｃ
）

残事業費
(+10%～-10%) 2.8～2.9 ※1※6

受益世帯数
(-10%～+10%) 2.5～3.1 ※1※6

残工期
(+10%～-10%) 2.8～2.8 ※1※6

残
事
業
（
Ｂ
／
Ｃ
）

残事業費
(+10%～-10%) 4.0～4.6 ※1※6

受益世帯数
(-10%～+10%) 3.9～4.7 ※1※6

残工期
(+10%～-10%) 4.2～4.3 ※1※6

※1：事業全体の総便益（Ｂ）の算出にあたっては、受益が重複している範囲について考慮しているため、箇所別の総便益（Ｂ）の合計とは一致しない。
※2：完了箇所評価済みの事業については、Ｂ／Ｃ（水系）算出に必要なため、評価基準年及びデフレータを更新して再算出している。
※3：社会的割引率4%で現在価値化 ※4：WTP×世帯数×12ヶ月 ※5：必要額の積上げ ※6：総便益(便益＋残存価値)／総費用(事業費＋維持管理費)
※7：（ ）書きは前回評価時 ※8：完了箇所については、残事業がないため感度分析は実施していない。
※9：残工期が5年未満で±10%の工期に変動がないため感度分析は実施していない。
※：すべて税抜

再評価 再評価 再評価 再評価再評価 再評価 再評価再評価 再評価 H28完了箇所
評価済み

再評価 H28完了箇所
評価済み

H28完了箇所
評価済み



（２）費用対効果分析③ 再評価
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※1：四捨五入の関係で、合計が一致しない場合がある。 ※2：割引率4％で現在価値化 ※3：WTP×世帯数×12ヶ月
※4：必要額の積上げ ※5：総便益（便益+残存価値）／総費用（事業費+維持管理費） ※：すべて税抜

（前回評価との比較）
事業名 木曽川総合水系環境整備事業

備考
年度 前回評価（H28） 今回評価

事業諸元

（12箇所）
犬山自然再生

美濃加茂水辺整備 杭瀬川自然再生
可児水辺整備 木曽三川下流部自然再生
一宮北部水辺整備 東加賀野井自然再生

南派川自然再生
忠節等自然再生
杭瀬川自然再生
笠松町トンボ池自然再生
屋井等自然再生

（13箇所）
愛西水辺整備 犬山自然再生
美濃加茂水辺整備 杭瀬川自然再生
可児水辺整備 木曽三川下流部自然再生
一宮北部水辺整備 東加賀野井自然再生

南派川自然再生
忠節等自然再生
杭瀬川自然再生
笠松町トンボ池自然再生
屋井等自然再生

※愛西水辺
整備を追加

計
算
条
件

評価時点 平成28年度 平成30年度

整備期間 2000年度(平成12年度)～2031年度 2000年度(平成12年度)～2031年度

評価対象期間 整備期間＋50年間 整備期間＋50年間

受益範囲
事業箇所周辺2～9km圏
世帯数：660,990世帯

事業箇所周辺2～9km圏
世帯数：819,522世帯

年便益算定手法
ＣＶＭ （郵送アンケート）
回答数： 4,996票
有効回答数：3,330票

ＣＶＭ （郵送アンケート）
回答数： 5,633票
有効回答数：3,673票

支払意思額
208～300円/世帯/月

（2,496～3,600円/世帯/年）

208～300円/世帯/月

（2,496～3,600円/世帯/年）

Ｂ
／
Ｃ
算
出

総便益（Ｂ） 549億円 680億円 ※1 ※2

年便益 21.2億円/年 25.9億円/年 ※3

便益 548億円 680億円 ※2

残存価値 0.3億円 0.3億円 ※2

総費用（Ｃ） 218億円 241億円 ※1 ※2

事業費 208億円 230億円 ※2

維持管理費 10億円 11億円 ※2 ※4

Ｂ／Ｃ ２．５ ２．８ ※5
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（３）事業の進捗の見込みの視点

・地域と連携した取り組みにより、関係者と合意形成を図りながら進めている。
・地域住民が参加する会議による、憩いの場やにぎわいの場づくりの検討。（愛西市木曽三川ミズベリング協議会）
・地域と一体となった継続的な環境保全・保護活動の実施。（イタセンパラ合同パトロール）
・地元自治体と連携した環境学習会の実施。(一宮市「木曽川ミズベの勇者たち2018」）
・地域の高校生と協働し、ワンド再生箇所の維持管理を実施。(高校生らによる維持管理)
・地域住民と協働し、砂礫河原再生箇所の勉強会等の維持管理を実施。（砂礫河原勉強会）
・再生箇所で地元高校生がヨシに関する環境学習を実施。(環境学習)

環境学習

一宮市「木曽川ミズベの勇者たち2018」

平成25年2月26日

再評価

H30撮影

H30撮影

愛西市木曽三川ミズベリング協議会

H29撮影

高校生らによる維持管理

H29撮影

イタセンパラ合同パトロール

H27撮影H30撮影

砂礫河原勉強会

H29撮影
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河道浚渫土の活用によるコスト縮減（木曽三川下流部自然再生）

浚渫船による作業 作業船による運搬 再生干潟に投入

（４）コスト縮減や代替案立案等の可能性の視点

・建設発生土（ワンド浚渫土）の処分において、建設発生土を高水敷の整正に活用する事で、処分費を縮減する。
・建設発生土（河道浚渫土）の処分において、建設発生土を干潟再生の養浜材料で活用する事で、処分費を縮減している。

ワンド浚渫土の活用によるコスト縮減（東加賀野井自然再生）

再評価
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５．県への意見聴取結果 再評価

（岐阜県）

対応方針（原案）のとおり、事業の継続について異存ありません。

なお、今後の事業の実施にあたっては、下記の内容についてご配慮願います。

・事業費については、最新技術の活用も含めて、徹底したコスト縮減をお願いします。

・事業の目的が、本県が進める「清流の国ぎふ」づくりの政策の一つである「自然と共生した川づく

り」に沿うものであることから、引き続き進めていただきたい。

（愛知県）

１「対応方針（原案）」案に対して異議はありません。

２ 事業実施にあたっては、事業効果を検証しつつ、河川環境の変化等に応じた管理をお願いしたい。

３ なお、事業実施にあたっては、コスト縮減など、効率的な事業推進に努められるようお願いしたい。

（三重県)

今後も引き続き、本県と十分な調整をしていただき、木曽川水系河川整備計画に基づき更なるコスト縮

減をはかり、効果的な事業執行をお願いします。
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６．対応方針（案） 再評価

（２）水系全体

・以上のことから、引き続き、木曽川総合水系環境整備事業を継続する。

（１）再評価

・引き続き、木曽川総合水系環境整備事業（再評価分）を継続する。





木曽川総合水系環境整備事業の再評価の対応方針（原案）について、「平成30年度 第3回
木曽川水系流域委員会」において審議をいただき、了承されました。委員からいただいた主
なご意見は、以下のとおりです。

【開催日】 平成30年10月4日（木）

【開催場所】 ＡＰ名古屋．名駅

【開催内容】 ○事業再評価

・木曽川総合水系環境整備事業

○平成30年7月豪雨の出水概要

【木曽川総合水系環境整備事業に関する主な意見】

○ 環境整備事業では、保全・再生の整備と維持管理は一体であり、事業効果を継続してい

くためには、どのような視点で維持管理していくのかが重要である。モニタリングは重

要であるが、すべてが永久的に効果を発揮していくものばかりではないため、異変の際

にどの様に対応していくのか議論しておくことが必要。
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７．平成３０年度 第３回 木曽川水系流域委員会における審議


